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（
文
教
科
学
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
法
案
（
閣
法
第
六
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
高
等
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
た
め
、
そ
の

名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
セ
ン
タ
ー
の
目
的

独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
は
、
大
学
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門

。

学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
お
け
る
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
（
放
送
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト

。

ワ
ー
ク
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う

）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
教
育
の
内
容
、
方
法

。

。

等
の
研
究
及
び
開
発
並
び
に
そ
の
成
果
の
普
及
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
大
学
等
に
お
け
る
教
育
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
こ
と
。

二
、
役
員
及
び
職
員

１

セ
ン
タ
ー
に
、
役
員
と
し
て
、
そ
の
長
で
あ
る
理
事
長
及
び
監
事
二
人
を
置
く
と
と
も
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
二
人
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以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

理
事
長
の
任
期
は
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
二
年
と
す
る
こ
と
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う

）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
理
事

。

長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
等
の
教
育
に
関
し
学
識
経
験
を
有

す
る
者
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と

み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
業
務
の
範
囲

セ
ン
タ
ー
は
、
一
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

大
学
等
に
お
け
る
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
行
う
教
育
の
内
容

方
法
等
の
研
究
及
び
開
発
を
行
う
こ
と

、

。

２

１
の
成
果
を
普
及
し
、
及
び
そ
の
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

３

大
学
の
要
請
に
応
じ
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
そ
の
他
そ
の
大
学
に
お
け
る
教
育
に
協
力
す
る
こ
と
。

４

１
か
ら
３
ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。
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四
、
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
そ
の
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
等
と
の
連
携
協
力

セ
ン
タ
ー
は
、
三
の
１
及
び
２
の
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
、
放
送
大
学
学
園
の
設
置
す
る
大
学
そ
の
他
の
メ
デ
ィ

ア
に
よ
る
教
育
を
行
う
大
学
等
と
の
緊
密
な
連
携
協
力
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
時
（
平
成
十
六
年
四
月
一
日
）
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


